
障害者医療費支給制度、自立支援医療（更生医療・精神通院医療）において提出いただく

「健康保険証」の取扱いについて

〇 健康保険証として提出していただくもの

健康保険証（これまでから使用していたもの）をまだ持っている

はい

いいえお持ちの健康保険証を提出してください。
※令和７年１２月１日まで

保険者から交付された次のいずれかの書類等を提出してください。
・資格確認書
・資格情報のお知らせ
・マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの

資格確認書（カード型）の例 資格確認書（はがき型）の例 資格情報のお知らせの例

〇 よくある質問

Q１ 上記の書類がない場合等、マイナンバーカード（マイナ保険証）で確認はしてもらえる

の？

A１ マイナンバーカードか、個人番号通知書と身分証明書を提示いただければ、本市のシス

テムを通じ、加入保険の資格情報確認は可能です。

ただし、窓口では確認に時間を要しますので、予め御了承ください。

（裏面に続く）



〇 よくある質問（続き）

Q２ 誰の資格確認書や資格情報のお知らせ等を準備すればいいの？

A２ 各事業によって異なります。以下を参考に御準備ください。

なお、不備等があった場合、申請書類の再確認や、再度来所をお願いする場合があり

ますので、予め御了承ください。

◇障害者医療費支給制度

・利用者本人

※ 利用者が国民健康保険以外に加入しており、健康保険の扶養に入っている場合は以

下の方についても必要です。

・健康保険の被保険者（利用者を扶養に入れている人）

・同居する扶養義務者

◇自立支援医療（更生医療・精神通院医療）

加入保険種別により、以下のとおり御準備ください。

Q３ スマートフォン等でマイナポータルでの加入保険資格情報を見せるだけではダメな

の？

A３ 画面の提示のみでの目視確認はできかねます。マイナポータルの加入保険資格情報を

ダウンロードし、印刷したものを御提出ください。

御不明点等がございましたら、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部

障害保健福祉課（右京区京北地域にお住まいの方は右京区京北出張所保健福祉第一担当）に

お問い合わせください。

加入保険種別 対象者

① 国民健康保険 利用者と同一保険の加入者全員

② 健康保険（被用者保険） 利用者と被保険者本人

③ 後期高齢者医療 利用者と、利用者と同一世帯で、後期高齢者医療に

加入している方全員

区役所・支所等 電話番号 区役所・支所等 電話番号

北区役所 ４３２－１２８５ 右京区役所 ８６１－１４５１

上京区役所 ４４１－５１２１ 右京区役所京北出張所 ８５２－１８１５

左京区役所 ７０２－１１３１ 西京区役所 ３８１－７６６６

中京区役所 ８１２－２５９４ 西京区役所洛西支所 ３３２－９２７５

東山区役所 ５６１－９１３０ 伏見区役所 ６１１－２３９２

山科区役所 ５９２－３４７９ 伏見区役所深草支所 ６４２－３５７４

下京区役所 ３７１－７２１７ 伏見区役所醍醐支所 ５７１－６３７２

南区役所 ６８１－３２８２ ― ―
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